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令和2年7月に認定申請した「聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システ

ム」及び「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム」が、日本農業遺産に認定され

ました。今後は、「農業遺産 保全計画」に基づくシステムの保全・継承活動により、認定を

活かした地域振興に取り組みます。

「聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システム」
「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステム」

が日本農業遺産に認定されました！

「聖地 高野山と有田川上流域

を結ぶ持続的農林業システム」

（高野町・かつらぎ町（花園）・有

田川町（清水））は、高野山を支

えるとともに、平地の少ない有田

川上流域の暮らしを発展させた

持続的農林業システムです。

「みかん栽培の礎を築いた有

田みかんシステム」（有田市・湯

浅町・広川町・有田川町）は、日

本で初めて、みかん栽培を生計

の手段にまで発展させた持続

的農業システムです。

※日本農業遺産とは、伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、農林水産大臣が

認定する制度で、現在全国で22地域(16県)が認定されています。



カンキツ類の着花状況調査

4月28日、有田管内のカンキツ類の着花状況調査を実施しました。

当日は、JAありだ、農業共済組合、JAグループ農業振興センター、

近畿農政局和歌山支局および県関係機関の職員29名が参加。

クビアカツヤカミキリ

クビアカツヤカミキリは、もも、すもも、うめ、さくらなどの樹の内部を食い荒らし、枯らしてしまう特定外来

生物です。令和3年1月現在、県北部地域で被害を確認しています。成虫の防除は、6月から8月に幹や枝

を狙って登録のある農薬を散布したり捕殺したりします。幼虫の防除は4月から10月に太めの針金等で、

食入孔の中のフラス（幼虫の排泄物と木くず）をかき出し、スプレー缶型の農薬を注入してください。また、

10月から翌年4月には、被害樹の伐採・伐根を行ってください。

現在、有田地域では本害虫の発生・被害は確認されていません。フラスや成虫を見つけたら振興局に

連絡してください。

本種は、特定外来生物に指定されており、飼育や移動が規制されます。生きたまま持ち運ぶと違法とな

ります。

着花指数（平年を10として）

極早生 9.6

早生 7.8

普通 8.0

はっさく 9.4

清見 7.8

不知火 9.7

調査園地数：温州みかん118園

調査園地数：中晩柑類32園
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温州みかんの着花量は、極早生は平年並みであるものの、早生、普通品

種は総じて少ない傾向で、園地や樹によるバラツキも大きくなっています。

満開期は、気温が3月まで高温、4月が低温で推移した影響もあり、平坦部

と山間部の差が大きくなっています。平均で平年より6日程度早く、温州みか

んの平均は5月5日頃となりました。

梅雨入りが統計史上最も早く発表されました。今後の曇雨天の影響により

生理落果が助長されれば、さらに果実が少なくなります。強い新梢の芽欠

き、かぶさり枝の除去などの対策を行ってください。

また、黒点病の防除についても留意願います。5月下旬から8月下旬にか

けてマンゼブ水和剤、マンネブ水和剤を用いて行います。散布後の累積降

水量が200～250mmとなった時点、または1か月を経過した時点のどちらか

の早いタイミングで追加散布を行います。使用時期や使用回数をよく確認し

て計画的に散布しましょう。また、長雨により適切なタイミングで散布できな

い場合がありますので、早めの散布を心がけてください。

クビアカツヤカミキリ成虫 株元に溜まったミンチ状フラス



狩猟免許試験のお知らせ

イノシシやニホンジカなどの野生鳥獣を捕獲する場合、狩猟免許を取得する必要があります。

■狩猟免許試験日程・試験科目のご案内
狩猟免許の取得には下記の日程で行われる試験に合格する必要があります。
受験希望者は、当課 総務・振興グループへお申込みください。

■狩猟者（初心者）講習会のご案内
狩猟試験に際し、和歌山県猟友会主催の講習会が、下記の日程で開催されます。
受講希望者は猟友会有田支部事務局（当課内）へお申込みください。

※なお、免許試験及び講習会の日程は変更される場合がありますので、詳しくは当課へお問合せください。

法人化、経営継承、販路開拓や6次産業化など

の様々な課題に対応するため、農業者の皆さん

のお悩みや相談に応じた「専門アドバイザー」を

無料で派遣し、課題解決に向けてサポートさせて

いただきます。詳しくは農業水産振興課 までお

問い合わせください。

農業経営の発展を応援します～農業経営発展サポート事業の紹介～

開 催 日 時 会　　場

７月２５日(日)正午 県民文化会館、上富田文化会館、東牟婁振興局

８月２２日(日)正午 打田生涯学習センター

御坊市民文化会館６月２０日(日)正午

　(1) 適性試験： 視力、聴力及び運動能力

　(2) 技能試験： 鳥獣の判別及び猟具の取扱い

　(3) 知識試験： 鳥獣の保護及び狩猟に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の

　 保護管理に関する知識について、択一式の筆記試験

試  験  科  目

開 催 日 時 会　場　名 所　在　地

６月１８日（金）　  ９：３０～１７：００ 御坊市民文化会館 御坊市薗258-2

７月１８日（日）　　９：３０～１７：００ 東牟婁振興局 新宮市緑ヶ丘2-4-8

８月１５日（日）　　９：３０～１７：００ 打田生涯学習センター 紀の川市西大井363

   ７月１９日（月）   ９：３０～１７：００ 県民文化会館 和歌山市小松原通り1-1

７月２１日（水）  　９：３０～１７：００ 上富田文化会館 上富田町朝来758-1



農薬の適正使用について

これから本格的な防除のシーズンを迎えます。近年、河川への農薬流出事故が問題となっています。
農薬をご使用の際には、以下のことに十分注意してください。

①農薬の使用方法及び注意事項の説明書をよく読んで使用してください。
②使用基準をよく守ってください。
③人畜・魚介類など周辺環境に十分注意してください。

（特に住宅地と隣接する農地については、農薬の飛散防止に努めるなど、十分に配慮してく
ださい。）

④品質保持・危害防止・火気などの事故防止のため適正な保管管理をしてください。
（特に毒物・劇物は鍵のかかるところで責任を持って保管してください。）

⑤農薬の空容器などは、処理を専門に行っている業者（許可のある産業廃棄物業者）に依頼し
て処分してください。

◆農地を「貸したい」、「借りたい」方
ご相談窓口：ＪＡありだ、有田川土地改良区、

各市町、農業委員会、有田振興局
（当課総務・振興グループ）

農地中間管理事業

規模縮小や後継者がなく離農しようとする農家の農地を借受け、規模拡大したい農家や新規就農者等
に貸し付ける公的な制度です。

令和３年度 農業水産振興課体制

＜ 主 な 業 務 ＞

○総務・振興グループ
・各種補助事業の推進や各種登録・申請、水産業の
振興に関する業務を行います。
<主な業務>
鳥獣害対策や果樹・野菜・花き・水稲等に関する
補助事業の推進
農薬及び肥料販売に関する登録・申請
各農業制度資金の推進・相談
水産業協同組合の指導及び
栽培漁業・資源管理の推進・指導 等

○普及グループ
・農作物の栽培指導及び振興や担い手の育成業務を
行います。
<主な業務>
果樹・野菜・花き・水稲等の栽培指導及び振興
環境保全型農業の推進・指導
農業士・生活研究グループ・４Ｈクラブ等の
農業団体の活動支援 等

農業士会 ４Ｈクラブ 生活研究グループ

広　 　域 上野山　浩司 城村　徳明

有 田 市 萩平　淳也 萩平　淳也

湯 浅 町 城村　徳明 城村　徳明

広 川 町 小山　昌志 小山　昌志

有田川町 楠　　茂樹 楠　　茂樹

森　博子

課　 長

主任（GL） 上野山浩司

主　 任 森　　博子

主　 任 萩平　淳也

副主査 城村　徳明

副主査 小山　昌志

副主査 楠　　茂樹

技 　師

島村　泰司 主   任

中尾　進哉

総務・振興グループ 普及グループ

田端　洋一 主任（GL）

近藤　早央里 副主査

裏垣　翔野

林　　恭平 主 　任

小林　慧一 主　 任

田ノ岡　朋子 主　 査


